
伝
為
家
自
筆
本
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
伝
本
に
つ
い
て

米
　
田
　
明
　
美

は

じ

め

に

『
拾
遺
百
番
歌
合
』
は
、藤
原
定
家
の
撰
で
あ
る
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
後
半
百
番
に
相
当
し
、

左
に
『
源
氏
物
語
』
歌
、
右
に
十
編
の
平
安
〜
鎌
倉
期
の
物
語
歌
を
配
し
た
物
語
歌
合
で
あ
る
。

こ
の
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
は
、
前
半
を
『
源
氏
狭
衣
歌
合
』（
左
に
『
源
氏
物
語
』
歌
、
右
に

『
狭
衣
物
語
』
歌
を
置
く
）、
後
半
を
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
と
称
し
、
別
々
に
伝
存
し
て
い
る
も
の

も
あ
る
が
、
定
家
自
筆
本
で
は
前
半
部
を
『
百
番
歌
合
』、
後
半
部
は
「
後
百
番
歌
合
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

今
回
、
後
半
部
の
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
と
す
る
書
名
を
持
ち
、
定
家
の
息
子
の
為
家
自
筆
本
か

ら
転
写
し
た
と
い
う
奥
書
を
も
つ
二
本
の
存
在
を
示
し
、
定
家
自
筆
本
と
の
相
違
か
ら
、
そ
の
位

置
付
け
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、
甲
南
女
子
大
学
蔵
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
に
つ
い
て

書
誌該

本
の
書
誌
は
、
縦
二
十
八
・
五
糎
、
横
二
十
糎
の
袋
と
じ
。
表
（
裏
）
紙
は
墨
流
し
。
書
名

は
「
拾
遺
百
番
歌
合　

全
」
と
表
紙
左
上
に
墨
筆
で
直
書
き
《
写
真
A
》。
表
紙
に
は
右
上
に
朱

筆
で
「
百
八
十
二
」、
書
名
の
「
全
」
の
下
部
に
も
「
へ
」
の
よ
う
な
文
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
旧
蔵
者
の
手
に
よ
る
整
理
番
号
等
で
あ
ろ
う
。
一
丁　

十
二
〜
十
三
行
、
一
行
三
十
〜

三
十
五
字
程
度
。
和
歌
は
一
行
書
き
。
目
録
と
作
者
目
録
、
遊
紙
も
含
め
て
全
四
十
丁
。

書
写
年
代
で
あ
る
が
、
巻
末
の
奥
書
に
「
享
保
十
一
年
午
十
二
月
中
旬　

同
十
六
年
亥
十
一
月

晦
日
以
日
野
家
之
本　

落
丁
等
書
加
畢
」
と
あ
る
こ
ろ
か
ら
、江
戸
中
期
享
保
十
一
（
一
七
二
八
）

年
十
二
月
で
あ
ろ
う
。
そ
の

後
享
保
十
六
年
に
日
野
家
本

と
校
合
し
、落
丁
部
分
を
補
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う《
写

真
B
》。
本
書
の
墨
付
き
一

丁
表
に
、
朱
筆
で
「
後
百
番

歌
合　

日
野
家
本
如
此
」
と

あ
り
、
朱
筆
の
校
合
が
日
野

家
本
で
あ
る
。
墨
付
三
丁
裏

七
行
目
の
上
段
に
、「
圏
点
ヨ

リ
圏
点
マ
テ
為
家
卿
本
落
張　

令
以
日
野
家
本　

補
之
」
と

あ
り
、
七
行
目
頭
に
朱
筆
の

○
が
あ
り
、
四
丁
表
の
五
行

目
行
末
に
も
朱
筆
の
○
が
あ

る
。
こ
の
凡
そ
十
一
行
、
為

家
筆
と
さ
れ
る
親
本
に
落
丁

が
あ
り
、
日
野
家
本
で
補
っ

た
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
。

写真 A写真 B
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今
回
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
親
本
で
あ
る
為
家
筆
本
と
さ
れ
る
本
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
な

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

二
、
東
海
大
学
蔵
桃
園
文
庫
本
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
に
つ
い
て

現
在
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
伝
本
中
に
為
家
筆
本
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
東
海
大
学
蔵
桃
園
文

庫
本
の
奥
書
に
「
文
化
十
五
年
二
月
中
旬
以
為
家
卿
筆
本
□
写　

源
弘
賢
」
と
あ
り
、
国
学
者
屋

代
弘
賢
が
文
化
十
五
（
一
八
一
八
）
年
に
書
写
し
た
本
は
、
為
家
本
を
親
本
と
す
る
と
記
さ
れ
て

い
る
（
注
2
）。
少
な
く
と
も
文
化
年
間
ま
で
は
、
伝
為
家
書
写
本
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

書
誌縦　

二
十
四
糎
横　

十
七
・
五
糎
の
冊
子
本
で
、
表
紙
を
除
き
全
七
十
九
丁
（
遊
紙
三
枚
）
の

袋
綴
じ
。
表
紙
に
題
簽
な
ど
は
な
く
、
内
題
に
「
拾
遺
百
番
歌
合
」
と
あ
る
。
表
紙
の
色
は
、
薄

茶
。
巻
末
の
作
者
目
録
の
一
部
に
朱
筆
は
あ
る
も
の
の
、
歌
・
詞
書
部
に
は
朱
筆
や
イ
注
記
は
な

い
。
三
丁
表
に
「
不
忍
文
庫
」「
阿
波
國
文
庫
」
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
、
巻
末
に
池
田
亀
鑑
氏
宛

て
の
古
書
店
の
請
求
書
が
挟
ん
で
あ
っ
た
。

上
部
に
三
・
五
糎
程
度
の
空
白
が
あ
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
書
き
ぶ
り
で
、
元
々
親
本
は
枡
形

本
で
は
な
か
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
一
丁
九
〜
十
行
、
一
行
和
歌
一
六
字
程
度
の
二
行
書
き
。

詞
書
は
一
行
十
五
〜
十
六
字
程
度
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
本
の
八
丁
裏
の
五
番
右
の
詞
書
途
中
か
ら
六
番
右
詞
書
ま
で
が
お

よ
そ
表
裏
二
丁
分
が
抜
け
て
お
り
、
そ
の
脱
落
部
分
は
甲
南
女
子
大
本
の
日
野
家
本
で
補
っ
た
と

い
う
箇
所
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。
加
え
て
末
尾
の
作
者
目
録
の
右
方
は
一
行
目
「
寝
覚　

廿

首
」
と
あ
り
、
次
行
か
ら
各
詠
者
男
女
身
分
順
に
並
ん
で
い
る
が
、
定
家
自
筆
本
の
十
一
人
目
の

「
女
院
新
少
将　

一
首
」、
次
の
「
水
濱
松　

十
五
首
」
と
七
人
の
詠
者
、「
参
川
仁
介
留　

十
五

首
」
の
二
人
の
詠
者
、
計
九
人
分
の
詠
者
名
が
抜
け
て
い
る
。
甲
南
女
子
大
学
本
は
、「
水
濱
松　

十
五
首
」
の
上
に
朱
の
○
印
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
親
本
の
落
丁
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
更

に
東
海
大
本
は
七
十
七
丁
表
は
「
露
之
宿　

五
首
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、「
袖
奴
良
須
」

の
三
人
と
「
心
高
」
の
三
人
「
取
替
波
也
」
の
四
人
の
各
詠
者
名
、
お
よ
そ
一
丁
表
裏
分
が
抜
け

て
い
る
。
合
計
二
丁
分
、
親
本
に
落
丁
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
甲
南
女
子
大

学
本
で
は
、
こ
の
二
か
所
目
の
抜
け
て
い
る
箇
所
に
、
印
な
ど
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
不
自
然
に

半
丁
分
空
白
が
あ
り
、
親
本
に
何
ら
か
の
錯
語
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
甲
南
女
子
大
学
本
と
東
海
大
学
桃
園
文
庫
の
屋
代
弘
賢
書
写
本
の
親
本
は
、
既
に
落

丁
が
あ
っ
た
為
家
自
筆
本
と
称
す
る
同
一
祖
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
本
の
書
写
態
度
を
見

る
と
、
東
海
大
学
本
の
和
歌
は
二
行
に
分
け
て
書
か
れ
、
古
い
形
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
親
本
の
字
配
り
や
行
立
ま
で
丁
寧
に
書
写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
落
丁
が
冒
頭

に
近
い
部
分
と
巻
末
に
近
い
部
分
、
各
々
二
丁
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
祖
本
で
あ
っ
た
為

家
自
筆
と
さ
れ
る
本
の
元
の
装
丁
は
、
列
帖
本
で
あ
っ
た
か
と
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
勿
論
為
家

自
筆
と
い
う
の
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
現
存
す
る
定
家
自
筆
本
も
二
行
書

き
で
あ
る
こ
と
や
、
定
家
の
『
古
今
和
歌
集
』
書
写
な
ど
で
は
次
第
に
和
歌
一
行
書
き
と
な
り
、

以
後
そ
れ
を
踏
襲
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
親
本
の
祖
本
は
、
室
町
時
代
も

し
く
は
そ
れ
以
前
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、『
拾
遺
百
番
歌
合
』
成
立
と
伝
本

そ
も
そ
も
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
は
、
藤
原
定
家
が
当
時
存
し
た
物
語
中
で
詠
じ
ら
れ
た
和
歌
を
、

歌
合
形
式
を
借
り
て
配
し
た
秀
歌
撰
で
あ
る
。『
百
番
歌
合
』
と
『
後
百
番
歌
合
』
の
二
つ
の
歌
合

が
あ
り
、
定
家
自
身
が
そ
の
両
者
を
合
わ
せ
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
と
呼
称
し
て
い
る
。
甲
南
女

子
大
学
本
の
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
は
、『
後
百
番
歌
合
』
を
指
す
。「
源
氏
物
語
」
歌
百
首
を
左
方
に
、

「
狭
衣
物
語
」
歌
百
首
を
右
方
に
合
わ
せ
た
『
百
番
歌
合
』（『
源
氏
狭
衣
歌
合
』
と
も
称
す
る
）
が

先
に
成
立
し
、
そ
の
後
そ
の
残
り
の
「
源
氏
物
語
」
歌
百
首
と
「
夜
半
の
寝
覚
」
を
始
め
十
物
語

歌
百
首
を
合
わ
せ
た
『
後
百
番
歌
合
』
つ
ま
り
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
伝
本
で
あ
る
が
、
撰
者
定
家
の
自
筆
本
（
穂
久
邇
文
庫
蔵
）
が
存

す
る
。
自
筆
本
と
は
い
え
、
定
家
が
す
べ
て
を
書
写
し
た
の
で
は
な
く
、
定
家
自
筆
部
分
は
題
名

や
末
尾
も
目
録
な
ど
で
、
後
は
側
近
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
筆
本
の
奥
書
は
、
定
家

自
身
が
記
し
て
お
り
、
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内
題
は
、
墨
付
き
一
丁
表

に
「
拾
遺
百
番
謌
合
」。
内

題
の
下
に
「
幽
遠
窟
蔵
書
記
」

と
読
め
る
朱
の
蔵
書
印
を
押

す
《
写
真
C
》。
こ
の
読
み
が

正
し
け
れ
ば
、
入
江
昌
喜
の

旧
蔵
本
と
な
る
。
入
江
昌
喜

（
い
り
え
ま
さ
よ
し
）
は
、
享

保
七
（
一
七
二
二
）
の
生
ま
れ

で
、
商
人
で
あ
り
な
が
ら
国

学
研
究
に
熱
心
に
取
り
組
み
、『
竹
取
物
語
抄
』『
万
葉
類
葉
抄
補
闕
』な
ど
を
記
し
、随
筆
と
し
て『
幽

遠
随
筆
』
が
あ
る
。
加
藤
景
範
・
江
戸
世
恭
と
と
も
に
大
阪
国
学
者
の
三
羽
烏
と
称
さ
れ
た
。「
獅

子
童
」「
幽
遠
窟
」「
白
沢
老
人
」
な
ど
と
号
し
、
寛
政
十
二
（
一
八
〇
〇
）
年
に
七
十
九
歳
で
没
し

て
い
る
。
入
江
昌
喜
の
真
筆
（
注
1
）
と
比
べ
る
と
、
書
の
雰
囲
気
は
似
て
い
る
も
の
の
、
一
字
一

字
厳
密
に
比
較
す
る
と
相
違
が
見
ら
れ
る
。
加
え
て
享
保
十
一
年
或
い
は
十
六
年
と
い
う
奥
書
の
記

述
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
享
保
七
年
生
ま
れ
の
入
江
昌
喜
書
写
と
は
言
い
難
い
。

該
本
に
は
巻
末
に
、
以
下
の
よ
う
な
奥
書
が
あ
り
、
こ
れ
が
系
統
を
解
明
す
る
大
き
な
手
掛
か

り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、

「
右
一
帖
者
以
権
大
納
言
藤
原
為
家
卿

右
真
筆
之
本
不
差
一
字
令
書
写
校
合
畢

享
保
十
一
年
午
十
二
月
中
旬

同
十
六
年
亥
十
一
月
晦
日
以
日
野
家
之
本

落
丁
等
書
加
畢

日
野
家
本
之

　

本
云　

　

以
定
家
卿
自
筆
本
書
之

　

依
永
福
門
院
仰
忠
兼
朝
臣
書
之　

　

以
忠
兼
朝　

権
大
納
言　

自
筆
本
書
写
之

　
　
　
　
　
　

公
蔭
卿
事
也

一
本
奥
書
二
云

　

以
定
家
卿
自
筆
本
書
之

　

依　

永
福
門
院
仰
忠
兼
朝
臣
書
之

　

以
忠
兼
朝
臣　

権
大
納
言　

自
筆
本
書
写
之

　
　
　
　
　
　
　

公
蔭
卿
事
也　
　
　
　
　
　
　

」

で
あ
る
。

「
一
本
奥
書
二
云
」
は
、
該
本
に
あ
る
墨
筆
の
「
イ
」
に
相
当
す
る
校
合
本
で
あ
ろ
う
。
こ
の

本
も
日
野
家
本
と
同
じ
内
容
の
奥
書
を
持
つ
。
こ
の
奥
書
を
持
つ
伝
本
は
数
本
あ
り
、
前
田
家
本

（
尊
経
閣
文
庫
本
）・
群
書
類
従
本
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
奥
書
の
意
味
で
あ
る
が
、『
定
家

自
筆
本
物
語
二
百
番
歌
合
と
研
究
』（
注
2
）
の
久
曾
神
昇
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
即
ち
ま
づ
何

人
か
が
定
家
自
筆
本
を
転
写
し
、
つ
い
で
永
福
門
院
の
仰
に
よ
り
忠
兼
（
公
蔭
）
が
そ
れ
を
再
転

写
し
、
更
に
別
人
が
忠
兼
本
を
転
写
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
し
、
三
度
の
転
写
が
行

わ
れ
た
と
す
る
。永
福
門
院
は
伏
見
天
皇
の
中
宮
で
歌
人
と
し
て
も
名
高
く
、永
仁
六（
一
二
九
八
）

年
天
皇
の
退
位
に
よ
り
永
福
門
院
の
院
号
が
贈
ら
れ
た
。
忠
兼
（
公
蔭
）
は
、
正
親
町
実
明
の
子

で
、
京
極
為
兼
の
猶
子
と
な
り
忠
兼
と
改
名
し
、
そ
の
後
小
倉
公
雄
の
猶
子
と
な
り
公
蔭
と
改
め

た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
該
本
の
親
本
は
為
家
自
筆
本
と
称
さ
れ
て
い
た
本
で
あ
り
、
書
写
者
は
享
保
十
一
年

十
二
月
に
そ
の
為
家
筆
本
を
一
字
も
過
た
ず
書
写
し
た
。
そ
の
後
享
保
十
六
年
十
一
年
に
日
野
家

本
で
落
丁
部
分
を
補
い
、
他
本
と
の
校
合
も
行
い
、
一
書
と
な
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日

野
家
本
及
び
別
に
校
合
し
た
本
は
、
前
田
家
本
（
尊
経
閣
本
）
な
ど
と
同
様
の
奥
書
を
持
つ
こ
と

か
ら
、
大
よ
そ
同
じ
系
統
に
属
す
る
書
で
あ
ろ
う
。

写真 C
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今
回
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
親
本
で
あ
る
為
家
筆
本
と
さ
れ
る
本
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
な

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

二
、
東
海
大
学
蔵
桃
園
文
庫
本
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
に
つ
い
て

現
在
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
伝
本
中
に
為
家
筆
本
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
東
海
大
学
蔵
桃
園
文

庫
本
の
奥
書
に
「
文
化
十
五
年
二
月
中
旬
以
為
家
卿
筆
本
□
写　

源
弘
賢
」
と
あ
り
、
国
学
者
屋

代
弘
賢
が
文
化
十
五
（
一
八
一
八
）
年
に
書
写
し
た
本
は
、
為
家
本
を
親
本
と
す
る
と
記
さ
れ
て

い
る
（
注
2
）。
少
な
く
と
も
文
化
年
間
ま
で
は
、
伝
為
家
書
写
本
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

書
誌縦　

二
十
四
糎
横　

十
七
・
五
糎
の
冊
子
本
で
、
表
紙
を
除
き
全
七
十
九
丁
（
遊
紙
三
枚
）
の

袋
綴
じ
。
表
紙
に
題
簽
な
ど
は
な
く
、
内
題
に
「
拾
遺
百
番
歌
合
」
と
あ
る
。
表
紙
の
色
は
、
薄

茶
。
巻
末
の
作
者
目
録
の
一
部
に
朱
筆
は
あ
る
も
の
の
、
歌
・
詞
書
部
に
は
朱
筆
や
イ
注
記
は
な

い
。
三
丁
表
に
「
不
忍
文
庫
」「
阿
波
國
文
庫
」
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
、
巻
末
に
池
田
亀
鑑
氏
宛

て
の
古
書
店
の
請
求
書
が
挟
ん
で
あ
っ
た
。

上
部
に
三
・
五
糎
程
度
の
空
白
が
あ
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
書
き
ぶ
り
で
、
元
々
親
本
は
枡
形

本
で
は
な
か
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
一
丁
九
〜
十
行
、
一
行
和
歌
一
六
字
程
度
の
二
行
書
き
。

詞
書
は
一
行
十
五
〜
十
六
字
程
度
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
本
の
八
丁
裏
の
五
番
右
の
詞
書
途
中
か
ら
六
番
右
詞
書
ま
で
が
お

よ
そ
表
裏
二
丁
分
が
抜
け
て
お
り
、
そ
の
脱
落
部
分
は
甲
南
女
子
大
本
の
日
野
家
本
で
補
っ
た
と

い
う
箇
所
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。
加
え
て
末
尾
の
作
者
目
録
の
右
方
は
一
行
目
「
寝
覚　

廿

首
」
と
あ
り
、
次
行
か
ら
各
詠
者
男
女
身
分
順
に
並
ん
で
い
る
が
、
定
家
自
筆
本
の
十
一
人
目
の

「
女
院
新
少
将　

一
首
」、
次
の
「
水
濱
松　

十
五
首
」
と
七
人
の
詠
者
、「
参
川
仁
介
留　

十
五

首
」
の
二
人
の
詠
者
、
計
九
人
分
の
詠
者
名
が
抜
け
て
い
る
。
甲
南
女
子
大
学
本
は
、「
水
濱
松　

十
五
首
」
の
上
に
朱
の
○
印
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
親
本
の
落
丁
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
更

に
東
海
大
本
は
七
十
七
丁
表
は
「
露
之
宿　

五
首
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、「
袖
奴
良
須
」

の
三
人
と
「
心
高
」
の
三
人
「
取
替
波
也
」
の
四
人
の
各
詠
者
名
、
お
よ
そ
一
丁
表
裏
分
が
抜
け

て
い
る
。
合
計
二
丁
分
、
親
本
に
落
丁
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
甲
南
女
子
大

学
本
で
は
、
こ
の
二
か
所
目
の
抜
け
て
い
る
箇
所
に
、
印
な
ど
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
不
自
然
に

半
丁
分
空
白
が
あ
り
、
親
本
に
何
ら
か
の
錯
語
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
甲
南
女
子
大
学
本
と
東
海
大
学
桃
園
文
庫
の
屋
代
弘
賢
書
写
本
の
親
本
は
、
既
に
落

丁
が
あ
っ
た
為
家
自
筆
本
と
称
す
る
同
一
祖
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
本
の
書
写
態
度
を
見

る
と
、
東
海
大
学
本
の
和
歌
は
二
行
に
分
け
て
書
か
れ
、
古
い
形
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
親
本
の
字
配
り
や
行
立
ま
で
丁
寧
に
書
写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
落
丁
が
冒
頭

に
近
い
部
分
と
巻
末
に
近
い
部
分
、
各
々
二
丁
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
祖
本
で
あ
っ
た
為

家
自
筆
と
さ
れ
る
本
の
元
の
装
丁
は
、
列
帖
本
で
あ
っ
た
か
と
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
勿
論
為
家

自
筆
と
い
う
の
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
現
存
す
る
定
家
自
筆
本
も
二
行
書

き
で
あ
る
こ
と
や
、
定
家
の
『
古
今
和
歌
集
』
書
写
な
ど
で
は
次
第
に
和
歌
一
行
書
き
と
な
り
、

以
後
そ
れ
を
踏
襲
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
親
本
の
祖
本
は
、
室
町
時
代
も

し
く
は
そ
れ
以
前
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、『
拾
遺
百
番
歌
合
』
成
立
と
伝
本

そ
も
そ
も
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
は
、
藤
原
定
家
が
当
時
存
し
た
物
語
中
で
詠
じ
ら
れ
た
和
歌
を
、

歌
合
形
式
を
借
り
て
配
し
た
秀
歌
撰
で
あ
る
。『
百
番
歌
合
』
と
『
後
百
番
歌
合
』
の
二
つ
の
歌
合

が
あ
り
、
定
家
自
身
が
そ
の
両
者
を
合
わ
せ
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
と
呼
称
し
て
い
る
。
甲
南
女

子
大
学
本
の
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
は
、『
後
百
番
歌
合
』
を
指
す
。「
源
氏
物
語
」
歌
百
首
を
左
方
に
、

「
狭
衣
物
語
」
歌
百
首
を
右
方
に
合
わ
せ
た
『
百
番
歌
合
』（『
源
氏
狭
衣
歌
合
』
と
も
称
す
る
）
が

先
に
成
立
し
、
そ
の
後
そ
の
残
り
の
「
源
氏
物
語
」
歌
百
首
と
「
夜
半
の
寝
覚
」
を
始
め
十
物
語

歌
百
首
を
合
わ
せ
た
『
後
百
番
歌
合
』
つ
ま
り
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
伝
本
で
あ
る
が
、
撰
者
定
家
の
自
筆
本
（
穂
久
邇
文
庫
蔵
）
が
存

す
る
。
自
筆
本
と
は
い
え
、
定
家
が
す
べ
て
を
書
写
し
た
の
で
は
な
く
、
定
家
自
筆
部
分
は
題
名

や
末
尾
も
目
録
な
ど
で
、
後
は
側
近
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
筆
本
の
奥
書
は
、
定
家

自
身
が
記
し
て
お
り
、
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卅
三
番

左
詞

源
し
の
中
将

源
氏
中
将

源
氏
中
将

○

わ
つ
ら
ひ
て

て
つ
ら
ひ
て

わ
つ
ら
ひ
て

右
詞

を
く
り
ま
て
き
て

を
く
り
ま
う
て
き
て

を
く
り
ま
う
て
き
て

○

右
詠
者

大
唐
国
の
宰
相

大
唐
国
宰
相

大
唐
国
宰
相

○

卅
四
番

左
詞

つ
か
う
ま
つ
ら
せ

つ
か
う
ま
つ
り

つ
か
う
ま
へ
り

右
詞

宴
に
さ
ふ
ら
ひ
て

え
ん
に
て

え
ん
に
候
て

卅
六
番

左
詞

う
き
舟
に

う
き
ふ
ね
の
き
み
に

う
き
ふ
ね
の
き
み
に

○

右
詠
者

権
中
納
言

権
中
納
言
以
下
不
注
名

権
中
納
言
以
下
不
注
名

○

卅
七
番

左
詠
者

う
つ
せ
み
の
あ
ま
君

う
つ
せ
み
の
あ
ま
公

う
つ
せ
み
の
尼
公

○

右
詠
者

承
香
殿
女
御
中
納
言

承
香
殿
女
御
の
中
納
言

承
香
殿
女
御
の
中
納
言

○

卅
八
番

左
詠
者

宇
治
宮
の
姫
君

ひ
め
き
み

ひ
め
き
み

○

右
詠
者

太
皇
太
后
宮
御
匣
殿

大
皇
太
后
宮
の
み
く
し
け
殿

大
皇
太
后
宮
の
み
く
し
け
殿

○

卅
九
番

右
歌

た
く
こ
ひ
よ
り
ほ
か
に

た
ゝ
こ
ひ
よ
の
外
に

た
く
こ
ひ
よ
り
ほ
か
に

四
十
番

右
詞

承
香
殿
中
納
言
君
に

承
香
殿
の
中
納
言
の
き
み
に

承
香
殿
の
中
納
言
の
き
み
に

○

四
十
二
番

左
歌

つ
ゆ
し
け
き

つ
ゆ
ふ
か
き

つ
ゆ
ふ
か
き

○

四
十
三
番

右
歌

か
さ
し
な
り
と
も

か
さ
し
な
れ
は

か
さ
し
な
り
と
ん

四
十
四
番

右
歌

あ
か
月
を

あ
か
つ
き
も

あ
か
つ
き
も

○

四
十
五
番

左
詞

ふ
ち
の

ふ
と
の

ふ
ち
の

右
歌

そ
て
の
か
く
は

そ
て
か
ゝ
く
は

そ
て
か
ゝ
く
は

○

四
十
七
番

左
詞

く
る
ま
か

車
に

車
に

○

五
十
一
番

左
詠
者

ゆ
け
ひ
の
命
婦

靫
負
命
婦

靫
負
命
婦

○

右
詞

朝
倉
女
君

朝
倉
の
女
君
以
下
不
注
名

朝
倉
の
女
君
以
下
不
注
名

○

五
十
四
番

左
詠
者

う
つ
せ
み
の
あ
ま
君

う
つ
せ
み
の
尼
公

う
つ
せ
み
の
尼
公

○

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
五
番

右
詞

し
の
ひ
て
い
つ
る

し
の
ひ
い
つ
る
に

し
の
ひ
て
い
つ
る

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
六
番

左
詠
者

ゆ
ふ
か
ほ
の
う
へ

ゆ
ふ
か
ほ
の
君

ゆ
ふ
か
ほ
の
君

○

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
七
番

左
詠
者

二
品
親
王
女
三
宮

二
品
内
親
王
女
三
宮

二
品
内
親
王

五
十
八
番

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
九
番

左
歌

け
ふ
も

け
ふ
や

け
ふ
も

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

六
十
一
番

「
右
」
ナ
シ

右

右

○

六
十
二
番

右
詞

い
へ
り
し

侍
し

侍
し

○

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

六
十
三
番

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

六
十
四
番

右
詠
者

関
白
左
も
右
も
袖
ぬ
ら
す

　
　
宰
相
中
将
是
也

関
白
以
下
不
注
名

左
も
右
も
袖
湿
す
宰
相
中
将

関
白
以
下
不
注
名

六
十
六
番

右
歌

よ
そ
に
も
き
か
む

よ
そ
に
も
き
か
へ

よ
そ
に
き
か
む

六
十
八
番

右
詞

む
し
の
こ
ゑ

む
し
の
ね

む
し
の
ね

○

六
十
九
番

右
詠
者

関
白

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
番

左
詞

宇
治
の
み
こ

宇
治
の
み
こ
の

宇
治
の
み
こ
の

○

左
詠
者

関
白

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
一
番

左
歌

ほ
た
る
を
み
て
も

ほ
た
る
よ
の
け
に

ほ
た
る
よ
り
け
に

右
詠
者

関
白

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
三
番

右
詞

い
か
に

い
か
に
そ
や

い
か
に

七
十
四
番

右
詠
者

御
製

御
製
以
下
不
名
注

御
製
以
下
不
名
注

○

七
十
七
番

右
詠
者

御
製

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
八
番

右
詠
者

御
製

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
九
番

右
詞

な
る
心
ち

な
に
ふ
こ
ゝ
ち

な
る
こ
ゝ
ち

御
か
へ
し

返
し

返
し

○

八
十
番

右
詠
者

御
製

ナ
シ

ナ
シ

○

八
十
二
番

右
詠
者

右
大
臣

内
大
臣

内
大
臣

○　

八
十
四
番

右
詠
者

右
大
臣
四
君

右
大
臣
四
君
以
下
不
注
名

右
大
臣
四
君
以
下
不
注
名

○

八
十
五
番

左
詠
者

故
右
衛
門
督
室
紫
上
祖
母

故
衛
門
か
み
室
紫
上
祖
母

故
衛
門
督
室

右
詠
者

権
中
納
言
後
内
大
臣
上

権
中
納
言
後
内
大
臣
上

権
中
納
言

八
十
六
番

右
詞

な
む
と
て

な
ん
と
て
の
よ

な
ん
と
て
の
よ

○

いつ
る
に
ふ
え
を
ふ
き
す
さ
ひ
て

や
か
て
い
つ
る
に

や
か
て
い
つ
る
に

○

八
十
七
番

右
詠
者

内
大
臣
宮
宰
相

内
大
臣

内
大
臣

○

右
歌

月
を
し
る
か
な

月
を
み
る
か
な

月
を
み
る
か
な

○

八
十
八
番

右
詠
者

内
大
臣
上

内
大
臣
上
元
権
中
納
言

内
大
臣

八
十
九
番

左
詠
者

三
条
の
内
侍
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

○

右
詠
者

右
大
臣
四
君

ナ
シ

ナ
シ

○

九
十
番

右
詠
者

入
道
兵
部
卿
親
王

入
道
兵
部
卿
親
王
以
下
不
注
名

入
道
兵
部
卿
親
王
以
下
不
注
名

○

九
十
一
番

右
詠
者

入
道
兵
部
卿
の
み
こ

ナ
シ

ナ
シ

○

九
十
四
番

右
詠
者

斎
宮
女
別
当
元
宰
相
更
衣

斎
宮
女
別
当

斎
宮
女
別
当

○

九
十
五
番

右
詠
者

中
納
言

中
納
言
典
侍

中
納
言
典
侍

○

九
十
八
番

左
詠
者

か
し
は
木
の
権
大
納
言

柏
木
権
大
納
言

柏
木
権
大
納
言

○

右
詠
者

権
大
納
言

権
大
納
言
以
下
不
注
名

権
大
納
言
以
下
不
注
名

○

九
十
九
番

右
詠
者

権
大
納
言

ナ
シ

ナ
シ

○

百
番

右
詠
者

権
大
納
言

ナ
シ

ナ
シ

○
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此
歌
先
年
依
後
京
極
殿
仰
給　

宣
陽
門
院
御
本
物
語　

所
撰
進
也　

私
草
被
借
失
了　

乃

更
求
書
写
本
令
書
書
留
之

と
あ
る
。
こ
の
記
載
が
「
此
歌
先
年
依
後
京
極
殿
仰
給　

宣
陽
門
院
御
本
物
語　

所
撰
進
也
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
成
立
に
関
し
て
は
後
京
極
良
経
の
依
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
良
経
没
年

の
元
久
三
（
一
二
〇
六
）
年
三
月
七
日
以
前
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
続
く
奥
書
の
「
私
草

被
借
失
了　

乃
更
求
書
写
本
令
書
書
留
之
」
の
記
載
は
、
良
経
に
奉
進
し
た
本
か
そ
の
写
本
の

「
私
草
」
を
人
に
貸
し
失
わ
れ
た
の
で
、
別
の
書
写
本
を
求
め
て
書
き
と
ど
め
さ
せ
た
こ
と
に
な

る
。
前
田
家
本
（
尊
経
閣
文
庫
本
）
の
奥
書
に
も
、
親
本
は
定
家
自
筆
本
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

自
筆
本
と
本
文
の
細
部
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
親
本
が
良
経
奏
覧
本
か
私
草
な
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
久
曾
神
氏
（
注
3
）
は
、「
前
稿
本
」
と
し
、
自
筆
本
は
撰
者
自
身
が
再

度
書
い
た
こ
と
か
ら
「
後
稿
本
」
と
し
て
い
る
。
前
稿
本
後
稿
本
と
の
相
違
は
、物
語
目
録
の
「
袖

奴
良
須
」（
群
書
類
従
本
）
が
自
筆
本
で
は
「
左
毛
右
毛
袖
湿
」
と
す
る
な
ど
多
少
の
相
違
が
見

ら
れ
る
と
す
る
。四

、
為
家
書
写
本
系
の
二
書
の
関
係

ま
ず
こ
の
為
家
書
写
本
を
写
し
た
と
い
う
二
書
が
、
脱
落
部
分
以
外
で
も
類
似
し
た
箇
所
が
あ

る
の
か
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
判
断
材
料
と
し
て
定
家
自
筆
本
を
掲
げ
、三
書
で
見
て
い
き
た
い
。

定
家
自
筆
本
の
ゴ
チ
ッ
ク
部
分
は
、
側
近
の
手
で
は
な
く
、
定
家
自
筆
箇
所
と
想
定
さ
れ
て
い
る

箇
所
で
あ
る
（
注
4
）。
今
回
目
録
部
分
は
外
し
、歌
合
本
文
を
検
討
材
料
と
し
た
。
下
段
の
「
共

通
」
は
、
甲
南
女
子
大
学
本
と
東
海
大
学
桃
園
文
庫
本
の
み
で
、
同
表
現
が
見
ら
れ
た
箇
所
に

「
〇
」
を
記
す
。

定
家
本

甲
南
女
子
大
学
本

東
海
大
学
本

共
通

一
番

左
詞

給
ひ
し
こ
ろ

給
ひ
し
こ
ろ
は

給
し
こ
ろ

左
詠
者

六
条
院

六
条
院
以
下
不
注
名

六
条
院
以
下
不
注
名

○

右
詠
者

寝
覚
上

寝
覚
上
以
下
不
注
名

寝
覚
上
以
下
不
注
名

○

三
番

右
歌

花
も
か
す
み
も

花
の
か
す
み
も

花
も
か
す
み
も

四
番

左
詞

ま
う
て

ま
か
り

ま
う
て

右
大
将
の
も
と
に

右
大
将
の
も
と
へ

右
大
将
の
も
と
へ

○

左
歌

を
ち
の
か
は
な
み

を
と
の
し
ら
波

を
ち
の
し
ら
な
み

右
歌

は
な
を
見
る
ら
む

花
を
み
つ
ら
ん

は
な
を
み
つ
ら
ん

○

六
番

右
詠
者

右
大
将
ま
さ
こ
君

右
大
将
ま
さ
こ
き
み

右
大
将

八
番

右
詞

き
こ
え
し

き
こ
え
し
と
き

き
こ
え
し
と
き

○

九
番

右
詞

し
ら
か
は
の
院

白
川
院

白
川
院

○

十
番

左
詞

右
お
と
ゝ

右
の
を
と
ゝ

右
の
を
と
ゝ

○

う
へ
に

そ
の
う
ゑ
に

そ
の
う
ゑ
に

○

御
け
し
き

御
け
は
ひ

御
け
は
ひ

○

十
一
番

左
詞

か
し
は
木
の

柏
木

柏
木

○

左
詠
者

二
品
内
親
王

　
　

朱
雀
院
第
三

二
品
内
親
王

　
　

女
三
宮

二
品
内
親
王

右
詞

つ
ゆ
け
さ

つ
ゆ
け
き

つ
ゆ
け
さ　

十
二
番

右
詞

た
ま
ひ
け
る
日

給
け
る
は

給
け
る
ひ

十
四
番

右
詠
者

桐
壷
更
衣
母

桐
壷
更
衣

桐
壷
更
衣
母

十
八
番

左
詞

こ
と
な
と

御
事
な
と

御
事
な
と

○

左
詠
者

前
坊
宮
す
ん
所

み
や
す
と
こ
ろ

宮
す
ん
と
し
ろ

十
九
番

右
詞

内
よ
り

う
ち
よ
の

う
ち
よ
り

右
詠
者

院

院
御
製

院
御
製

○

廿
番

左
歌

う
き
な
ゝ
か
さ
む

う
き
な
ら
わ
ん

う
き
な
ゝ
か
さ
ん

右
詞

右
詞
ナ
シ

右
詞
ア
リ

右
詞
ア
リ

○

廿
一
番

右
詞

見
え
け
れ
は

み
え
侍
り
け
れ
ば

み
え
侍
り
け
れ
ば

○

右
詠
者

中
納
言

中
納
言
以
下
不
注
名

中
納
言
以
下
不
注
名

○

廿
二
番

左
詞

左
詞
ナ
シ

左
詞
ナ
シ（「
イ
」詞
補
入
）
左
詞
ナ
シ

廿
四
番

左
詞

う
ら
し
ま

浦
嶋
と
き
こ
え
た
ま
ふ

う
ら
し
ま
と
き
こ
え
た
ま
ふ

○

廿
五
番

右
詞

山
陰
の
家

山
か
く
れ
の
い
ゑ

山
か
く
れ
の
い
ゑ

○

廿
六
番

左
詠
者

三
条
の
内
侍
の
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

○

廿
九
番

左
詞

ま
ゐ
ら
せ
給
て

ま
い
り
給
て

ま
い
り
給
て

○

左
歌

し
つ
み
う
ら
ふ
れ

　
　
し
な
へ
一
説
也

し
つ
み
う
ら
ふ
る

し
つ
み
う
ら
ふ
る

○

右
詞

渡
唐
の

寝
唐
の

渡
唐
の

卅
番

左
詠
者

三
条
の
内
侍
の
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

○

右
詠
者

大
将
姫
君

大
将
の
姫
君

大
将
の
姫
君

○

卅
二
番

右
詞

一
の
大
臣
五
君
も
と
に

大
臣
の
五
の
君
の
も
と
に

大
臣
の
五
の
君
の
も
と
に

○

右
歌

月
を

月
は

月
は

○
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卅
三
番

左
詞

源
し
の
中
将

源
氏
中
将

源
氏
中
将

○

わ
つ
ら
ひ
て

て
つ
ら
ひ
て

わ
つ
ら
ひ
て

右
詞

を
く
り
ま
て
き
て

を
く
り
ま
う
て
き
て

を
く
り
ま
う
て
き
て

○

右
詠
者

大
唐
国
の
宰
相

大
唐
国
宰
相

大
唐
国
宰
相

○

卅
四
番

左
詞

つ
か
う
ま
つ
ら
せ

つ
か
う
ま
つ
り

つ
か
う
ま
へ
り

右
詞

宴
に
さ
ふ
ら
ひ
て

え
ん
に
て

え
ん
に
候
て

卅
六
番

左
詞

う
き
舟
に

う
き
ふ
ね
の
き
み
に

う
き
ふ
ね
の
き
み
に

○

右
詠
者

権
中
納
言

権
中
納
言
以
下
不
注
名

権
中
納
言
以
下
不
注
名

○

卅
七
番

左
詠
者

う
つ
せ
み
の
あ
ま
君

う
つ
せ
み
の
あ
ま
公

う
つ
せ
み
の
尼
公

○

右
詠
者

承
香
殿
女
御
中
納
言

承
香
殿
女
御
の
中
納
言

承
香
殿
女
御
の
中
納
言

○

卅
八
番

左
詠
者

宇
治
宮
の
姫
君

ひ
め
き
み

ひ
め
き
み

○

右
詠
者

太
皇
太
后
宮
御
匣
殿

大
皇
太
后
宮
の
み
く
し
け
殿

大
皇
太
后
宮
の
み
く
し
け
殿

○

卅
九
番

右
歌

た
く
こ
ひ
よ
り
ほ
か
に

た
ゝ
こ
ひ
よ
の
外
に

た
く
こ
ひ
よ
り
ほ
か
に

四
十
番

右
詞

承
香
殿
中
納
言
君
に

承
香
殿
の
中
納
言
の
き
み
に

承
香
殿
の
中
納
言
の
き
み
に

○

四
十
二
番

左
歌

つ
ゆ
し
け
き

つ
ゆ
ふ
か
き

つ
ゆ
ふ
か
き

○

四
十
三
番

右
歌

か
さ
し
な
り
と
も

か
さ
し
な
れ
は

か
さ
し
な
り
と
ん

四
十
四
番

右
歌

あ
か
月
を

あ
か
つ
き
も

あ
か
つ
き
も

○

四
十
五
番

左
詞

ふ
ち
の

ふ
と
の

ふ
ち
の

右
歌

そ
て
の
か
く
は

そ
て
か
ゝ
く
は

そ
て
か
ゝ
く
は

○

四
十
七
番

左
詞

く
る
ま
か

車
に

車
に

○

五
十
一
番

左
詠
者

ゆ
け
ひ
の
命
婦

靫
負
命
婦

靫
負
命
婦

○

右
詞

朝
倉
女
君

朝
倉
の
女
君
以
下
不
注
名

朝
倉
の
女
君
以
下
不
注
名

○

五
十
四
番

左
詠
者

う
つ
せ
み
の
あ
ま
君

う
つ
せ
み
の
尼
公

う
つ
せ
み
の
尼
公

○

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
五
番

右
詞

し
の
ひ
て
い
つ
る

し
の
ひ
い
つ
る
に

し
の
ひ
て
い
つ
る

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
六
番

左
詠
者

ゆ
ふ
か
ほ
の
う
へ

ゆ
ふ
か
ほ
の
君

ゆ
ふ
か
ほ
の
君

○

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
七
番

左
詠
者

二
品
親
王
女
三
宮

二
品
内
親
王
女
三
宮

二
品
内
親
王

五
十
八
番

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

五
十
九
番

左
歌

け
ふ
も

け
ふ
や

け
ふ
も

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

六
十
一
番

「
右
」
ナ
シ

右

右

○

六
十
二
番

右
詞

い
へ
り
し

侍
し

侍
し

○

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

六
十
三
番

右
詠
者

朝
倉
女
君

ナ
シ

ナ
シ

○

六
十
四
番

右
詠
者

関
白
左
も
右
も
袖
ぬ
ら
す

　
　
宰
相
中
将
是
也

関
白
以
下
不
注
名

左
も
右
も
袖
湿
す
宰
相
中
将

関
白
以
下
不
注
名

六
十
六
番

右
歌

よ
そ
に
も
き
か
む

よ
そ
に
も
き
か
へ

よ
そ
に
き
か
む

六
十
八
番

右
詞

む
し
の
こ
ゑ

む
し
の
ね

む
し
の
ね

○

六
十
九
番

右
詠
者

関
白

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
番

左
詞

宇
治
の
み
こ

宇
治
の
み
こ
の

宇
治
の
み
こ
の

○

左
詠
者

関
白

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
一
番

左
歌

ほ
た
る
を
み
て
も

ほ
た
る
よ
の
け
に

ほ
た
る
よ
り
け
に

右
詠
者

関
白

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
三
番

右
詞

い
か
に

い
か
に
そ
や

い
か
に

七
十
四
番

右
詠
者

御
製

御
製
以
下
不
名
注

御
製
以
下
不
名
注

○

七
十
七
番

右
詠
者

御
製

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
八
番

右
詠
者

御
製

ナ
シ

ナ
シ

○

七
十
九
番

右
詞

な
る
心
ち

な
に
ふ
こ
ゝ
ち

な
る
こ
ゝ
ち

御
か
へ
し

返
し

返
し

○

八
十
番

右
詠
者

御
製

ナ
シ

ナ
シ

○

八
十
二
番

右
詠
者

右
大
臣

内
大
臣

内
大
臣

○　

八
十
四
番

右
詠
者

右
大
臣
四
君

右
大
臣
四
君
以
下
不
注
名

右
大
臣
四
君
以
下
不
注
名

○

八
十
五
番

左
詠
者

故
右
衛
門
督
室
紫
上
祖
母

故
衛
門
か
み
室
紫
上
祖
母

故
衛
門
督
室

右
詠
者

権
中
納
言
後
内
大
臣
上

権
中
納
言
後
内
大
臣
上

権
中
納
言

八
十
六
番

右
詞

な
む
と
て

な
ん
と
て
の
よ

な
ん
と
て
の
よ

○

いつ
る
に
ふ
え
を
ふ
き
す
さ
ひ
て

や
か
て
い
つ
る
に

や
か
て
い
つ
る
に

○

八
十
七
番

右
詠
者

内
大
臣
宮
宰
相

内
大
臣

内
大
臣

○

右
歌

月
を
し
る
か
な

月
を
み
る
か
な

月
を
み
る
か
な

○

八
十
八
番

右
詠
者

内
大
臣
上

内
大
臣
上
元
権
中
納
言

内
大
臣

八
十
九
番

左
詠
者

三
条
の
内
侍
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

二
条
内
侍
の
か
み

○

右
詠
者

右
大
臣
四
君

ナ
シ

ナ
シ

○

九
十
番

右
詠
者

入
道
兵
部
卿
親
王

入
道
兵
部
卿
親
王
以
下
不
注
名

入
道
兵
部
卿
親
王
以
下
不
注
名

○

九
十
一
番

右
詠
者

入
道
兵
部
卿
の
み
こ

ナ
シ

ナ
シ

○

九
十
四
番

右
詠
者

斎
宮
女
別
当
元
宰
相
更
衣

斎
宮
女
別
当

斎
宮
女
別
当

○

九
十
五
番

右
詠
者

中
納
言

中
納
言
典
侍

中
納
言
典
侍

○

九
十
八
番

左
詠
者

か
し
は
木
の
権
大
納
言

柏
木
権
大
納
言

柏
木
権
大
納
言

○

右
詠
者

権
大
納
言

権
大
納
言
以
下
不
注
名

権
大
納
言
以
下
不
注
名

○

九
十
九
番

右
詠
者

権
大
納
言

ナ
シ

ナ
シ

○

百
番

右
詠
者

権
大
納
言

ナ
シ

ナ
シ

○
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後
に
再
び
書
写
し
た
こ
と
か
ら
、
定
家
が
自
ら
書
写
し
た
本
が
少
な
く
と
も
二
本
以
上
存
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
動
か
な
い
。今
後
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
伝
本
を
、ど
の
段
階
の
本
と
位
置
付
け
る
か
に
つ
い
て
、

再
度
詳
細
な
調
査
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

今
回
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
お
許
し
下
さ
っ
た
東
海
大
学
図
書
館
に
は
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

On the book of “Shui-hyakuban-utaawase” apparently copied by Fujiwara Tameie

YONEDA Akemi

Abstract :  Both of Konan Women’s University Library Collection’s “Shui-hyakuban-utaawase” and Tokai Uni-

versity Library Collection’s “Shui-hyakuban-utawase” are copied from the book by Fujiwara Tameie．
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要旨：甲南女子大学蔵「拾遺百番歌合」と東海大学蔵「拾遺百番歌合」両者は、同じ藤原為家書写本
を写した本である。
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以
上
比
較
す
る
と
、
甲
南
女
子
大
学
本
と
東
海
大
学
桃
園
文
庫
本
は
、
や
は
り
か
な
り
近
し
い

関
係
に
あ
り
、
各
々
の
奥
書
の
記
す
通
り
、
為
家
自
筆
本
と
称
さ
れ
る
伝
本
を
同
じ
祖
本
と
す
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
左
歌
の
詠
者
名
表
記
で
、
こ
の
二
書
は
物
語
歌

と
し
て
番
わ
さ
れ
る
最
初
の
詠
者
名
に
「
以
下
不
注
名
」
と
続
け
て
、
以
下
の
番
で
同
じ
詠
者
の

場
合
名
を
記
さ
な
い
と
い
う
意
と
考
え
ら
れ
る
、
他
本
で
は
見
い
だ
せ
な
い
（
注
5
）。
こ
の
記

述
は
二
書
で
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

五
、
伝
為
家
自
筆
本
系
の
祖
本
と
定
家
自
筆
本
の
関
係

で
は
こ
の
伝
為
家
自
筆
本
と
称
さ
れ
て
い
た
本
と
、
定
家
自
筆
本
の
関
係
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ

い
の
か
。

定
家
自
筆
本
は
、
自
筆
本
と
は
言
え
定
家
が
す
べ
て
書
写
し
た
の
で
は
な
く
、
か
な
り
の
部
分

側
近
の
手
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
漢
字
で
書
か
れ
た
箇
所
は
、
書
写
す
る

家
人
が
苦
手
と
し
た
の
か
、
定
家
自
身
が
後
で
書
き
加
え
写
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、

そ
の
定
家
自
筆
箇
所
（
ゴ
チ
ッ
ク
部
分
）
と
異
同
の
あ
る
箇
所
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
中
で
も
四

番
左
歌
の
第
五
句
定
家
自
筆
本
「
を
ち
の
か
は
な
み
」
は
、「
し
ら
な
み
」
の
「
し
ら
」
の
上
に

定
家
の
手
で「
か
は
」と
重
書
き
し
て
訂
正
し
て
い
る
。
ま
た
七
十
一
番
左
歌
の
第
二
〜
三
句「
ほ

た
る
を
み
て
も
」
の
「
を
み
て
も
」
は
字
を
削
っ
て
上
に
書
き
直
し
て
い
る
。
削
っ
て
あ
る
の
で

下
の
文
字
は
判
明
で
き
な
い
が
、
為
家
自
筆
本
系
の
「
よ
の
け
に
」「
よ
り
け
に
」
で
あ
る
可
能

性
は
あ
ろ
う
。

ま
た
廿
九
番
左
歌
に
「
し
つ
み
う
ら
ふ
れ
」
の
右
傍
書
の
定
家
の
手
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
「
し

な
へ
一
説
也
」
も
、
定
家
の
考
察
の
跡
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

卅
八
番
左
の
詠
者
は
「
宇
治
宮
の
」
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
八
の
宮
の
姫
君
」
で
あ
る
こ

と
を
示
し
た
と
言
え
よ
う
。
卅
二
番
右
詞
書
の
「
一
の
大
臣
」
も
同
じ
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と

八
十
六
番
右
の
詞
書
は
「
ふ
え
を
ふ
き
す
さ
び
て
」
を
書
き
加
え
て
、
歌
の
意
を
理
解
し
や
す
く

し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

勿
論
定
家
自
筆
本
で
、
逆
に
誤
り
を
定
家
が
訂
正
し
て
い
な
い
（
定
家
が
気
づ
か
な
か
っ
た
）

箇
所
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が（
注
6
）、自
筆
箇
所
は
よ
り
正
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
検
討
を
重
ね
る
と
、
伝
為
家
自
筆
本
と
称
さ
れ
る
祖
本
は
、
定
家
自
筆
本
よ
り

古
い
姿
を
残
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。久
曾
神
氏
の
分
類
で
あ
る
前
稿
本（
注

7
）
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
定
家
が
書
写
し
た
現
存
の
自
筆
本
の
前
段
階

の
書
写
本
と
考
え
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま　
　

と　
　

め

今
回
、
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
初
期
ま
で
は
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
、
為
家
自
筆
本
と
伝
え
ら
れ

る
本
を
祖
本
と
し
て
書
写
さ
れ
た
二
書
を
紹
介
し
た
。
そ
の
二
書
を
定
家
自
筆
本
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
お
そ
ら
く
現
存
す
る
定
家
自
筆
本
（
後
稿
本
）
の
前

段
階
の
姿
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。
今
後
他
の
写
本
類
と
詳
細
に
突
き
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
拾
遺
百
番
歌
合
』
伝
本
の
全
体
像
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

注
1　入

江
昌
喜
事
蹟
顕
彰
會
編
『
入
江
昌
喜
翁
』（
昭
和
十
九
年
五
月
）
掲
載
の
「
入
江
昌
喜
翁
筆
蹟
」
に
よ
る
。

注
2東

海
大
学
蔵
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
桃
31
│
16
（
旧　

桃
園
文
庫
）

注
3竹

本
元
哯
・
久
曾
神
昇
編
『
定
家
自
筆
物
語
二
百
番
歌
合
と
研
究
』（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会　

一
九
五
五
年
十
二
月
）。
以
下
久
曾
神
氏
の
説
は
こ
れ
に
よ
る
。

注
4定

家
の
自
筆
部
分
に
つ
い
て
は
、（
注
3
）
の
翻
刻
の
下
段
の
記
載
と
、
自
筆
本
の
影
印
『
日
本
古
典
文

学
影
印
叢
刊
十
四　

物
語
二
百
番
歌
合　

風
葉
和
歌
集
桂
切
』（
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
八
〇
年
八
月
）

で
確
認
し
た
。

注
5『

拾
遺
百
番
歌
合
』『
後
百
番
歌
合
』
の
伝
本
す
べ
て
を
確
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
目
を
通
し
た
の

は
書
陵
部
本
（
甲
・
乙
）・
群
書
類
従
本
・
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
・
松
平
文
庫
本
・
成
城
大
学
蔵
本
・
京
都

大
学
蔵
本
で
あ
る
。

注
6廿

六
番
・
八
十
九
番
左
詠
者
は
、「
二
条
内
侍
の
か
み
」
が
正
し
い
。

注
7前

稿
本
・
後
稿
本
の
分
類
に
関
し
て
は
、
異
論
が
多
く
今
後
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
、
定
家
が
作
成
し
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後
に
再
び
書
写
し
た
こ
と
か
ら
、
定
家
が
自
ら
書
写
し
た
本
が
少
な
く
と
も
二
本
以
上
存
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
動
か
な
い
。今
後
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
伝
本
を
、ど
の
段
階
の
本
と
位
置
付
け
る
か
に
つ
い
て
、

再
度
詳
細
な
調
査
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

今
回
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
お
許
し
下
さ
っ
た
東
海
大
学
図
書
館
に
は
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
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